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【
別
紙
】

○
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
二
百
九
十
五
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

改

正

前

別
表
第
二
（
第
五
条
、
第
五
条
の
二
関
係
）

別
表
第
二
（
第
五
条
、
第
五
条
の
二
関
係
）

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

農
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
九
十
二
条
の

四

農
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
九
十
二
条
の

二
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が
行
う
同
条
第
二
項
に
規
定

二
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が
行
う
同
条
第
二
項
に
規
定

す
る
役
務
の
提
供
又
は
同
法
第
九
十
二
条
の
四
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

す
る
役
務
の
提
供
又
は
同
法
第
九
十
二
条
の
四
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第

五
十
九
号
）
第
五
十
二
条
の
四
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
と
し
て
行
う
販

五
十
九
号
）
第
五
十
二
条
の
四
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
と
し
て
行
う
販

売
若
し
く
は
役
務
の
提
供
（
同
項
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
業

売
若
し
く
は
役
務
の
提
供
（
同
項
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
業

務
と
し
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）
、
農
業
協
同
組
合
法
第
九
十
二
条
の
五
の
三

務
と
し
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）
及
び
農
業
協
同
組
合
法
第
九
十
二
条
の
六
第

第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
信
用
事
業
電
子
決
済
等
代
行
業
者
（
以
下
こ
の
号
に

一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
指
定
紛
争
解
決
機
関
が
行
う
同
条
第
五
項
第
一
号
に

お
い
て
単
に
「
特
定
信
用
事
業
電
子
決
済
等
代
行
業
者
」
と
い
う
。
）
が
行
う

規
定
す
る
役
務
の
提
供

同
法
第
九
十
二
条
の
五
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
、
同
法
第
九
十

二
条
の
五
の
八
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
信
用
事
業
電
子
決
済
等
代
行
業
者

と
み
な
さ
れ
る
電
子
決
済
等
代
行
業
者
（
銀
行
法
第
二
条
第
十
八
項
に
規
定
す

る
電
子
決
済
等
代
行
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
行
う
農
業
協
同
組
合
法

第
九
十
二
条
の
五
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
及
び
同
法
第
九
十
二

（資料１－３）
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条
の
六
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
指
定
紛
争
解
決
機
関
が
行
う
同
条
第
五
項

第
一
号
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供

五
・
六

（
略
）

五
・
六

（
略
）

七

水
産
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
十
二
号
）
第
百
二
十

七

水
産
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
十
二
号
）
第
百
二
十

一
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が
行
う
同
条
第
二
項

一
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が
行
う
同
条
第
二
項

に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
又
は
同
法
第
百
二
十
一
条
の
四
第
一
項
に
お
い
て
準

に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
又
は
同
法
第
百
二
十
一
条
の
四
第
一
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
銀
行
法
第
五
十
二
条
の

用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
銀
行
法
第
五
十
二
条
の

四
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
と
し
て
行
う
販
売
若
し
く
は
役
務
の
提
供
（

四
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
と
し
て
行
う
販
売
若
し
く
は
役
務
の
提
供
（

同
項
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
業
務
と
し
て
行
う
も
の
を
除
く

同
項
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
業
務
と
し
て
行
う
も
の
を
除
く

。
）
、
水
産
業
協
同
組
合
法
第
百
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
特

。
）
及
び
水
産
業
協
同
組
合
法
第
百
二
十
一
条
の
六
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す

定
信
用
事
業
電
子
決
済
等
代
行
業
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
単
に
「
特
定
信

る
指
定
紛
争
解
決
機
関
が
行
う
同
条
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供

用
事
業
電
子
決
済
等
代
行
業
者
」
と
い
う
。
）
が
行
う
同
法
第
百
二
十
一
条
の

五
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
、
同
法
第
百
二
十
一
条
の
五
の
八
第

六
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
信
用
事
業
電
子
決
済
等
代
行
業
者
と
み
な
さ
れ
る
電

子
決
済
等
代
行
業
者
が
行
う
同
法
第
百
二
十
一
条
の
五
の
二
第
二
項
に
規
定
す

る
役
務
の
提
供
及
び
同
法
第
百
二
十
一
条
の
六
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
指

定
紛
争
解
決
機
関
が
行
う
同
条
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供

七
の
二

（
略
）

七
の
二

（
略
）

八

協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八

八

協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八

十
三
号
）
第
六
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
信
用
協
同
組
合
代
理
業
者
が
行
う

十
三
号
）
第
六
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
信
用
協
同
組
合
代
理
業
者
が
行
う

同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
又
は
同
法
第
六
条
の
五
第
一
項
に
お
い

同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
又
は
同
法
第
六
条
の
五
第
一
項
に
お
い

て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
と
し
て

て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
と
し
て

行
う
販
売
若
し
く
は
役
務
の
提
供
（
同
項
に
規
定
す
る
内
閣
総
理
大
臣
の
承
認

行
う
販
売
若
し
く
は
役
務
の
提
供
（
同
項
に
規
定
す
る
内
閣
総
理
大
臣
の
承
認
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を
受
け
た
業
務
と
し
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）
、
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業

を
受
け
た
業
務
と
し
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）

に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
五
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
信
用
協
同
組
合
電
子
決

済
等
代
行
業
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
単
に
「
信
用
協
同
組
合
電
子
決
済
等

代
行
業
者
」
と
い
う
。
）
が
行
う
同
法
第
六
条
の
五
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る

役
務
の
提
供
及
び
同
法
第
六
条
の
五
の
九
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
信
用
協
同
組

合
電
子
決
済
等
代
行
業
者
と
み
な
さ
れ
る
電
子
決
済
等
代
行
業
者
が
行
う
同
法

第
六
条
の
五
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供

九
～
十
七

（
略
）

九
～
十
七

（
略
）

十
八

信
用
金
庫
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
第
八
十
五
条
の

十
八

信
用
金
庫
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
第
八
十
五
条
の

二
第
三
項
に
規
定
す
る
信
用
金
庫
代
理
業
者
が
行
う
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る

二
第
三
項
に
規
定
す
る
信
用
金
庫
代
理
業
者
が
行
う
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る

役
務
の
提
供
又
は
同
法
第
八
十
九
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五

役
務
の
提
供
又
は
同
法
第
八
十
九
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五

十
二
条
の
四
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
と
し
て
行
う
販
売
若
し
く
は
役
務

十
二
条
の
四
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
と
し
て
行
う
販
売
若
し
く
は
役
務

の
提
供
（
同
項
に
規
定
す
る
内
閣
総
理
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
業
務
と
し
て
行

の
提
供
（
同
項
に
規
定
す
る
内
閣
総
理
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
業
務
と
し
て
行

う
も
の
を
除
く
。
）
、
信
用
金
庫
法
第
八
十
五
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
信

う
も
の
を
除
く
。
）
及
び
信
用
金
庫
法
第
八
十
五
条
の
四
第
一
項
第
八
号
に
規

用
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
単
に
「
信
用
金
庫
電

定
す
る
指
定
紛
争
解
決
機
関
が
行
う
同
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
規
定
す
る

子
決
済
等
代
行
業
者
」
と
い
う
。
）
が
行
う
同
法
第
八
十
五
条
の
四
第
二
項
に

役
務
の
提
供

規
定
す
る
役
務
の
提
供
、
同
法
第
八
十
五
条
の
十
一
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
信

用
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
と
み
な
さ
れ
る
電
子
決
済
等
代
行
業
者
が
行
う

同
法
第
八
十
五
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
及
び
同
法
第
八
十
五

条
の
十
二
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
指
定
紛
争
解
決
機
関
が
行
う
同
項
各
号

列
記
以
外
の
部
分
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供

十
九
～
二
十
一

（
略
）

十
九
～
二
十
一

（
略
）

二
十
二

労
働
金
庫
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
二
十
七
号
）
第
八
十
九
条

二
十
二

労
働
金
庫
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
二
十
七
号
）
第
八
十
九
条
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の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
労
働
金
庫
代
理
業
者
が
行
う
同
条
第
二
項
に
規
定
す

の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
労
働
金
庫
代
理
業
者
が
行
う
同
条
第
二
項
に
規
定
す

る
役
務
の
提
供
又
は
同
法
第
九
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
四

る
役
務
の
提
供
又
は
同
法
第
九
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
二
第
一
項
に

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
二
第
一
項
に

規
定
す
る
業
務
と
し
て
行
う
販
売
若
し
く
は
役
務
の
提
供
（
同
項
に
規
定
す
る

規
定
す
る
業
務
と
し
て
行
う
販
売
若
し
く
は
役
務
の
提
供
（
同
項
に
規
定
す
る

内
閣
総
理
大
臣
及
び
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
業
務
と
し
て
行
う
も
の

内
閣
総
理
大
臣
及
び
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
業
務
と
し
て
行
う
も
の

を
除
く
。
）
、
労
働
金
庫
法
第
八
十
九
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
労
働
金
庫

を
除
く
。
）
及
び
労
働
金
庫
法
第
八
十
九
条
の
五
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る

電
子
決
済
等
代
行
業
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
単
に
「
労
働
金
庫
電
子
決
済

指
定
紛
争
解
決
機
関
が
行
う
同
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
規
定
す
る
役
務
の

等
代
行
業
者
」
と
い
う
。
）
が
行
う
同
法
第
八
十
九
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す

提
供

る
役
務
の
提
供
、
同
法
第
八
十
九
条
の
十
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
労
働
金
庫

電
子
決
済
等
代
行
業
者
と
み
な
さ
れ
る
電
子
決
済
等
代
行
業
者
が
行
う
同
法
第

八
十
九
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
及
び
同
法
第
八
十
九
条
の
十

三
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
指
定
紛
争
解
決
機
関
が
行
う
同
項
各
号
列
記
以

外
の
部
分
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供

二
十
三
～
二
十
八

（
略
）

二
十
三
～
二
十
八

（
略
）

二
十
九

銀
行
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
銀
行
が
行
う
同
法
第
十
条
第
一
項

二
十
九

銀
行
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
銀
行
が
行
う
同
法
第
十
条
第
一
項

若
し
く
は
第
二
項
に
規
定
す
る
販
売
若
し
く
は
役
務
の
提
供
又
は
同
項
、
同
法

若
し
く
は
第
二
項
に
規
定
す
る
販
売
若
し
く
は
役
務
の
提
供
又
は
同
項
、
同
法

第
十
一
条
若
し
く
は
第
十
二
条
に
規
定
す
る
業
務
と
し
て
行
う
販
売
若
し
く
は

第
十
一
条
若
し
く
は
第
十
二
条
に
規
定
す
る
業
務
と
し
て
行
う
販
売
若
し
く
は

役
務
の
提
供
、
同
法
第
二
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
銀
行
代
理
業
者
が
行
う
同

役
務
の
提
供
、
同
法
第
二
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
銀
行
代
理
業
者
が
行
う
同

条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
又
は
同
法
第
五
十
二
条
の
四
十
二
第
一

条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
又
は
同
法
第
五
十
二
条
の
四
十
二
第
一

項
に
規
定
す
る
業
務
と
し
て
行
う
販
売
若
し
く
は
役
務
の
提
供
（
同
項
に
規
定

項
に
規
定
す
る
業
務
と
し
て
行
う
販
売
若
し
く
は
役
務
の
提
供
（
同
項
に
規
定

す
る
内
閣
総
理
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
業
務
と
し
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）
、

す
る
内
閣
総
理
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
業
務
と
し
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）
、

電
子
決
済
等
代
行
業
者
が
行
う
同
法
第
二
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提

同
法
第
二
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
指
定
紛
争
解
決
機
関
が
行
う
同
条
第
二
十

供
、
同
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る
指
定
紛
争
解
決
機
関
が
行
う
同
条
第
二
十
四

一
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
及
び
同
法
第
四
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
外
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項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
及
び
同
法
第
四
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
外
国

国
銀
行
支
店
が
行
う
同
法
第
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
規
定
す
る
販
売

銀
行
支
店
が
行
う
同
法
第
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
規
定
す
る
販
売
若

若
し
く
は
役
務
の
提
供
又
は
同
項
、
同
法
第
十
一
条
若
し
く
は
第
十
二
条
に
規

し
く
は
役
務
の
提
供
又
は
同
項
、
同
法
第
十
一
条
若
し
く
は
第
十
二
条
に
規
定

定
す
る
業
務
と
し
て
行
う
販
売
若
し
く
は
役
務
の
提
供

す
る
業
務
と
し
て
行
う
販
売
若
し
く
は
役
務
の
提
供

三
十
～
四
十
三

（
略
）

三
十
～
四
十
三

（
略
）

四
十
四

農
林
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
九
十
三
号
）
第
九
十
五
条
の

四
十
四

農
林
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
九
十
三
号
）
第
九
十
五
条
の

二
第
三
項
に
規
定
す
る
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
が
行
う
同
条
第
二
項
に
規
定

二
第
三
項
に
規
定
す
る
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
が
行
う
同
条
第
二
項
に
規
定

す
る
役
務
の
提
供
又
は
同
法
第
九
十
五
条
の
四
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

す
る
役
務
の
提
供
又
は
同
法
第
九
十
五
条
の
四
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
二
第

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
二
第

一
項
に
規
定
す
る
業
務
と
し
て
行
う
販
売
若
し
く
は
役
務
の
提
供
（
同
項
に
規

一
項
に
規
定
す
る
業
務
と
し
て
行
う
販
売
若
し
く
は
役
務
の
提
供
（
同
項
に
規

定
す
る
主
務
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
業
務
と
し
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）
、
農

定
す
る
主
務
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
業
務
と
し
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）
及
び

林
中
央
金
庫
法
第
九
十
五
条
の
五
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
農
林
中
央
金
庫
電

農
林
中
央
金
庫
法
第
九
十
五
条
の
六
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
指
定
紛
争
解

子
決
済
等
代
行
業
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
単
に
「
農
林
中
央
金
庫
電
子
決

決
機
関
が
行
う
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供

済
等
代
行
業
者
」
と
い
う
。
）
が
行
う
同
法
第
九
十
五
条
の
五
の
二
第
二
項
に

規
定
す
る
役
務
の
提
供
、
同
法
第
九
十
五
条
の
五
の
九
第
六
項
の
規
定
に
よ
り

農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
と
み
な
さ
れ
る
電
子
決
済
等
代
行
業
者

が
行
う
同
法
第
九
十
五
条
の
五
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
及
び
同

法
第
九
十
五
条
の
六
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
指
定
紛
争
解
決
機
関
が
行
う

同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供

四
十
五
・
四
十
六

（
略
）

四
十
五
・
四
十
六

（
略
）

四
十
七

株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
が
行
う
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫

四
十
七

株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
が
行
う
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫

法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
七
十
四
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
三
項
、
第
四

法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
七
十
四
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
三
項
、
第
四

項
若
し
く
は
第
七
項
若
し
く
は
第
三
十
三
条
に
規
定
す
る
販
売
若
し
く
は
役
務

項
若
し
く
は
第
七
項
若
し
く
は
第
三
十
三
条
に
規
定
す
る
販
売
若
し
く
は
役
務
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の
提
供
又
は
同
法
第
二
十
一
条
第
四
項
若
し
く
は
第
七
項
に
規
定
す
る
業
務
と

の
提
供
又
は
同
法
第
二
十
一
条
第
四
項
若
し
く
は
第
七
項
に
規
定
す
る
業
務
と

し
て
行
う
販
売
若
し
く
は
役
務
の
提
供
、
同
法
第
六
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定

し
て
行
う
販
売
若
し
く
は
役
務
の
提
供

す
る
商
工
組
合
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
単

に
「
商
工
組
合
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
」
と
い
う
。
）
が
行
う
同
条

第
一
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
及
び
同
法
第
六
十
条
の
三
十
二
第
五
項
の
規

定
に
よ
り
商
工
組
合
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
と
み
な
さ
れ
る
電
子
決

済
等
代
行
業
者
が
行
う
同
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供

四
十
八
～
五
十

（
略
）

四
十
八
～
五
十

（
略
）


